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【手続補正書】
【提出日】平成21年11月4日(2009.11.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
医薬組成物であって、
ａ）脂肪族アミン重合体またはその薬学的に許容される塩と、
ｂ）マグネシウムイオンを含む薬学的に許容されるマグネシウム化合物
とを含み、
前記マグネシウムイオンは、医薬組成物の無水重量あたり５～３５％である、医薬組成物
。
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【請求項２】
前記マグネシウム化合物は、酸化マグネシウム、水酸化マグネシウム、炭酸マグネシウム
、ギ酸マグネシウム、およびそれらの組合せからなる群から選択される、請求項１に記載
の医薬組成物。
【請求項３】
前記脂肪族アミン重合体は、
【化１】

【化２】

から選択される構造式によって表される１つ以上の繰り返し単位、またはその塩を含み、
式中
　ｙおよびｚは単独でゼロまたは１から１０の整数であり、
　Ｒ、Ｒ１、Ｒ２およびＲ３は単独で、水素、置換または非置換アルキル基、あるいはア
リール基であり、
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　Ｘ－は、交換性負荷電対イオンである、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項４】
前記脂肪族アミン重合体は架橋ポリアリルアミンである、請求項３に記載の医薬組成物。
【請求項５】
前記ポリアリルアミン重合体はセベラマーである、請求項４に記載の医薬組成物。
【請求項６】
前記ポリアリルアミン重合体はセベラマーの塩化物、セベラマーの炭酸塩、またはセベラ
マーの混合塩化物および混合炭酸塩である、請求項５に記載の医薬組成物。
【請求項７】
前記マグネシウム化合物は酸化マグネシウム、または酸化マグネシウムと水酸化マグネシ
ウムの組合せである、請求項５に記載の医薬組成物。
【請求項８】
医薬組成物であって、
ａ）架橋脂肪族アミン重合体またはその薬学的に許容される塩と、
ｂ）マグネシウムイオンを含む薬学的に許容されるマグネシウム化合物
とを含み、前記マグネシウム化合物は、前記架橋脂肪族アミン重合体内で同伴される、医
薬組成物。
【請求項９】
前記マグネシウム化合物は、酸化マグネシウム、水酸化マグネシウム、炭酸マグネシウム
、ギ酸マグネシウム、およびその組合せからなる前記群から選択される、請求項８に記載
の医薬組成物。
【請求項１０】
前記架橋脂肪族アミン重合体は、
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【化３】

から選択される構造式によって表される１つ以上の繰り返し単位、またはその塩を含み、
式中
　ｙおよびｚは単独でゼロまたは１から１０の整数であり、
　Ｒ、Ｒ１、Ｒ２およびＲ３は単独で、水素、置換または非置換アルキル基、あるいはア
リール基であり、
　Ｘ－は交換性負荷電対イオンである、請求項８に記載の医薬組成物。
【請求項１１】
前記肪族アミン重合体は架橋ポリアリルアミンである、請求項１０に記載の医薬組成物。
【請求項１２】
前記架橋ポリアリルアミン重合体はセベラマーである、請求項１１に記載の医薬組成物。
【請求項１３】
医薬組成物であって、
ａ）脂肪族アミン重合体またはその薬学的に許容される塩と、
ｂ）マグネシウムイオンを含む薬学的に許容されるマグネシウム化合物
とを含み、前記マグネシウム化合物は、酸化マグネシウム、水酸化マグネシウム、炭酸マ
グネシウム、ギ酸マグネシウム、およびその組合せからなる前記群から選択される、医薬
組成物。
【請求項１４】
前記脂肪族アミン重合体は、
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【化４】

から選択される構造式によって表される１つ以上の繰り返し単位、またはその塩を含み、
式中
　ｙおよびｚは単独でゼロまたは１から１０の整数であり、
　Ｒ、Ｒ１、Ｒ２およびＲ３は単独で水素、置換または非置換アルキル基、あるいはアリ
ール基であり、
　Ｘ－は交換性負荷電対イオンである、請求項１３に記載の医薬組成物。
【請求項１５】
前記脂肪族アミン重合体は架橋ポリアリルアミンである、請求項１４に記載の医薬組成物
。
【請求項１６】
前記ポリアリルアミン重合体はセベラマーである、請求項１５に記載の医薬組成物。
【請求項１７】
医薬組成物であって、
ａ）脂肪族アミン重合体またはその薬学的に許容される塩と、
ｂ）マグネシウムイオンを含む薬学的に許容されるマグネシウム化合物
とを含み、
前記脂肪族アミン重合体におけるアミン窒素原子に対するマグネシウムイオンのモル比は
０．４～３．０である、医薬組成物。
【請求項１８】
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前記マグネシウム化合物は、酸化マグネシウム、水酸化マグネシウム、炭酸マグネシウム
、ギ酸マグネシウム、およびその組合せからなる前記群から選択される、請求項１７に記
載の医薬組成物。
【請求項１９】
前記脂肪族アミン重合体は、
【化５】

から選択される構造式によって表される１つ以上の繰り返し単位、またはその塩を含み、
式中
　ｙおよびｚは単独でゼロまたは１から１０の整数であり、
　Ｒ、Ｒ１、Ｒ２およびＲ３は単独で水素、置換または非置換アルキル基、あるいはアリ
ール基であり、
　Ｘ－は交換性負荷電対イオンである、請求項１７に記載の医薬組成物。
【請求項２０】
前記脂肪族アミン重合体は架橋ポリアリルアミンである、請求項１９に記載の医薬組成物
。
【請求項２１】
前記ポリアリルアミン重合体はセベラマーである、請求項２０に記載の医薬組成物。
【請求項２２】
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患者における高リン血症の治療用組成物であって、
ａ）脂肪族アミン重合体またはその薬学的に許容される塩と、
ｂ）マグネシウムイオンを含む薬学的に許容されるマグネシウム化合物
とを含み、
前記マグネシウムイオンは、前記医薬組成物の無水重量あたり５～３５％である、組成物
。
【請求項２３】
患者における高リン血症の治療用組成物であって、
ａ）架橋脂肪族アミン重合体またはその薬学的に許容される塩と、
ｂ）マグネシウムイオンを含む、薬学的に許容されるマグネシウム化合物
とを含み、前記マグネシウム化合物は前記架橋脂肪族アミン重合体内で同伴される、組成
物。
【請求項２４】
患者における高リン血症の治療用組成物であって、
ａ）脂肪族アミン重合体またはその薬学的に許容される塩と、
ｂ）マグネシウムイオンを含む、薬学的に許容されるマグネシウム化合物
とを含み、前記マグネシウム化合物は、酸化マグネシウム、水酸化マグネシウム、炭酸マ
グネシウム、ギ酸マグネシウム、およびその組合せからなる前記群から選択される、組成
物。
【請求項２５】
患者における高リン血症の治療用組成物であって、
ａ）脂肪族アミン重合体またはその薬学的に許容される塩と、
ｂ）マグネシウムイオンを含む、薬学的に許容されるマグネシウム化合物
とを含み、
前記脂肪族アミン重合体における前記アミン窒素原子に対する前記マグネシウムイオンの
前記モル比は０．４～３．０である、組成物。
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